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「 京の宿泊所防火研修」 の目的

目　 次
　 近年， 観光客の増加に比例するよ う に， 主と し てイ ン タ ーネッ ト 上の仲介業者を 介し ， 本来宿

泊施設ではない住宅等の全部又は一部を 宿泊場所と し て旅行者に有料で提供する， いわゆる 「 民

泊」 と 呼ばれる 宿泊サービ スが急増し ています。

　 全国的に増加する 民泊施設について， 安全面・ 衛生面の確保がなさ れていないこ と ， 騒音やゴ

ミ 出し などによる 近隣ト ラ ブルが社会問題と なっ ているこ と ， 観光客の宿泊ニーズが多様化し て

いるこ と など に対応するため， 一定のルールを 定め， 健全な民泊サービスの普及を 図る も のと し

て，「 住宅宿泊事業法」 が制定さ れ， 平成 3 0 年 6 月 15 日に施行さ れまし た。

　 こ のよう な状況から ， 京都市消防局においては， 地域住民も 安心する小規模な宿泊施設の防火

安全対策の推進を 図るため， 今回， 皆様に受講し ていただく 「 京の宿泊所防火研修」 を 新たに実

施するこ と と し まし た。

　 本研修は， 小規模な宿泊施設の関係者の方々に対し て， 施設の運営に係る 基本事項， 出火防

止及び地域連携等に関する 講義や， 消火・ 避難誘導等の実技訓練を 実施さ せていただく こ と で，

皆様にと っ て実効性のある 知識と 技術を 身に着け， 宿泊施設の適正な 運営はも ち ろ んのこ と ，

宿泊者及び地域住民の安全と ， 安心で良好な 生活環境の確保に努めていただく こ と を 目的と し

ています。
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宿泊施設における火災 防火管理の徹底

主な火災事例は次のと おり です。

宿泊施設における大き な火災の被害状況

　 京都市内で発生し た宿泊施設における 火災事例を 見る と ，「 放火」，「 宿泊者の不注意」 が原因

と する も のが多く ， また， 宿泊者が持ち 込んだ電化製品から の出火事案なども あり ます。

　 宿泊施設から の火災の発生や被害の拡大を防ぐ ためには， 日頃から ， 施設関係者の皆様によっ て，

適正な防火管理が行われているこ と が重要です。

　 次のポイント に気を付けながら ， 宿泊施設における防火管理を徹底し てく ださ い。

　  火災事例

発生年 業態 出火原因 火災の概要

平成 2 7 年 旅館・ ホテ ル 放火（ 疑い含む。）
　 宿泊施設の駐車場が施錠さ れていなかっ たため， 何者かが

侵入し ， 駐車場内の段ボールに放火し たも の。

平成 2 8 年 簡易宿所 放火（ 疑い含む。）
　 使用し ていない宿泊室が施錠さ れていなかっ たため， 何者

かが侵入し ， 宿泊室内の雑品に放火し たも の。

平成 2 9 年 旅館・ ホテ ル 白熱灯ス タ ン ド
　 ハロゲンラ ンプにバスローブを掛けていたため，

出火し たも の。

平成 2 9 年 簡易宿所 リ チ ウム電池
　 海外から の宿泊客が使用し ていたモバイ ルバッ テリ ー内の

リ チウム電池から 出火し たも の。

平成 3 0 年 簡易宿所 白熱灯ス タ ン ド
　 海外から の宿泊客が， 白熱灯の明かり を抑える ため， 白熱

灯に掛けたタ オルから 出火し たも の。

出火年 出火場所 事業所名 建物延べ面積 死者数 負傷者数

昭和 5 5 年 栃木県藤原町 川治プ リ ン ス ホテ ル 3 ,5 8 2  ㎡ 4 5 名 2 2 名

昭和 5 7 年 東京都千代田区 ホテルニュ ージ ャ パン 4 6 ,6 9 7  ㎡ 3 3 名 3 4 名

昭和 5 8 年 山形県山形市 蔵王観光ホテ ル 2 ,2 6 4  ㎡ 1 1 名 2 名

昭和 6 1 年 静岡県東伊豆町 大東館 7 8 8  ㎡ 2 4 名 0 名

平成 2 4 年 広島県福山市 ホテルプ リ ン ス 1 ,3 6 1  ㎡ 7 名 3 名

1  

　 小規模な宿泊施設において， 火災が発生し たと き は， 宿泊者による 初期対応が必要と なる 場合

があり ます。

　 そのため， 宿泊者に対し て， 出火防止に努めても ら う こ と に加え， 火災発生時の初動措置の説

明を 行う こ と も 重要です。

　  小規模な宿泊施設における防火対策2

　 過去から 宿泊施設において多数の犠牲者を 伴う 火災が発生し ており ， 近年では， ホテルプリ ン

スの平成 2 4 年の火災発生を 受けて，「 適マーク 」 を 交付する 新し い表示制度が開始さ れる と と

も に， 全ての宿泊施設に対し て自動火災報知設備の設置が義務化さ れるこ と になり まし た。

　  法改正等の主な防火対策3

　  施設に対する主なポイ ント1  

（ 1 ） 施設全般における 安全管理

　    ・ 施設における異状の有無などの状況確認を定期的に行う こと （ 毎日 1 回以上が望まし い）。

　    ・  関係者が不在と なる宿泊施設は， 10 分以内の駆け付け要件を遵守するこ と 。

（ 2 ） 消火器などの消防用設備等の維持管理

　    ・  消防法令に基づいた設備の点検や報告を行う こと 。

（ 3 ） 適切な調理器具及び暖房器具の設置等

　    ・  ガスこ んろ， 電磁調理器， スト ーブなどは， 適正に設置し ， 火災予防上安全に使用できるよう

　 　   にするこ と 。

　    ・  器具の清掃をこ まめに行う こ と 。

（ 4 ） 放火防止対策

　    ・  施設内及び施設周辺の整理整頓を行う こと 。

（ 5 ） 喫煙管理

　    ・  喫煙ルールの徹底や， 灰皿に水を入れるなどの措置を行う こ と 。

出火危険に加えて， 近隣者への迷惑になる恐れがあるため， 宿泊施設周辺での喫煙は

控えても ら い， タ バコ のポイ 捨ては禁止する よう 宿泊者に説明する こ と が必要です。

（ 1 ） 緊急時の対応等について， 原則と し て対面説明を行う こと 。

（ 2 ） 出火防止の徹底

　    ・  こ んろ ， 電子レ ン ジなどの調理器具や， スト ーブなどの暖房器具を 使用する 際の注意点を

　 　 　  説明するこ と 。

（ 3 ） 正し い喫煙方法の周知

　     ・  寝たばこ の禁止や， たばこ の吸い殻の始末方法などの説明を 行う こ と 。

（ 4 ） 火災発生時の初期対応の説明

　     ・  1 1 9 番通報要領， 消火器の使用方法， 避難方法などの説明を 行う こ と 。

（ 5 ） 海外から の宿泊客への配慮

　    ・  注意事項の説明などを 行う と き は，外国語で記載し た書面等を 事前に作成し ，活用するこ と 。

　  宿泊者に対する主なポイ ント2
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宿泊者への説明

（ 1 ） 火災を 発見すれば， まず 119 番通報を行う よう に， 宿泊者に伝えてく ださ い。

（ 2 ） 宿泊者が迅速かつ的確に 11 9 番通報を 行えるよう に，「 通報文例」 などを 作成し ， 見え

　    やすい位置に掲示し てく ださ い。

（ 3 ） 宿泊者から 緊急連絡先に火災発生の連絡があっ た場合は， 119 番通報を 行う と と も に，

　    直ちに現地へ駆け付けて必要な対応を行っ てく ださ い。

　 出火防止に係る注意事項や， 火災が発生し た場合の初動措置については， チェ ッ ク インの際， 対

面により ， 宿泊者にし っ かり と 説明を行っ てく ださ い。

　 また， 海外から の宿泊者にも 対応できるよう に事前の準備も 必要です。 　 火災が発生し たと きの初期消火には， 消火器の使用が非常に有効です。

　 消火器の設置場所や使用方法について， し っ かり と 説明し てく ださ い。

　 宿泊者が逃げ遅れるこ と がないよう に， 階段ホールや各宿泊室の玄関ド アなどの分かり やすい位

置に避難経路図を 掲示し て， 避難ルート を周知し てく ださ い。

　 また， 避難経路図には， 消火器の設置場所などを明記し てく ださ い。

　 自動火災報知設備や住宅用火災警報器が火災の煙や熱で鳴動するこ と や， エレ ベータ ーではなく

階段を使用するなどの正し い避難方法について， 説明し てく ださ い。

（ 1 ） 次の点について， 宿泊者への説明を必ず行っ てく ださ い。

　    ・  火災を 発生さ せる可能性がある器具等の適正な使用方法

　 　   （ 喫煙のルールやこ んろの使用方法など， 出火防止に係る注意事項）

　    ・  火災が発生し たと きに適切な対応を行う ための必要事項

　 　   （ 119  番通報要領， 初期消火・ 避難の方法など）

（ 2 ） 説明は， 書面等を用いて分かり やすいも のと し てく ださ い。

（ 3 ） 説明事項を記載し た書面等を， 宿泊者が見やすく ， かつ， 火災が発生し たと きに宿泊者

　    がすぐ に確認でき る箇所に， 掲示等の方法により 備え付けてく ださ い。

（ 4 ） 海外から の施設利用者がいる 場合は，外国語で記載し た書面等を作成し ，説明し てく ださ い。

（ 5 ） 対面説明を 行っ たこ と がわかる よう に， チェ ッ ク 表の作成や宿泊名簿等への追記などをし

　    てく ださ い。

　  1 1 9 番通報要領2

　  初期消火の方法3

　  避難経路図の掲示4

　  火災を知る方法や避難方法の周知5

　  説明時のポイ ント1  

＜通報文例の作成イ メ ージ＞

安全栓を

引き抜く 。

ホースをはずし ，

火元に向ける。

レバーを

強く 握る。

燃えているも の

 に噴射する。
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宿泊者による出火防止

　 たばこ による出火は， いつも 火災原因の上位

になっ ており ，寝たばこ や吸い殻の不始末など，

喫煙者の不注意により 発生し ています。

　 こ のため， 寝たばこ の禁止や喫煙場所など

の適正な喫煙方法やルールについて， 必ず宿

泊者に周知し てく ださ い。

　 また， 喫煙場所を 設ける場合は， 水の入っ た

灰皿を配置するなどの措置を行う と と も に， 吸

い殻は， 定期的に廃棄し てく ださ い。

　 出火防止対策の一つと し て， 宿泊者への注意喚起を忘れてはいけません。

　 建物火災は，「 たばこ 」，「 こ んろ」，「 暖房器具」 が原因と なる火災の発生が多く ，こ れら を踏まえて，

宿泊者には， 必ず火災予防に努めていただく よう ， チェ ッ ク イ ン時などにおいて周知するこ と が重

要なポイント になり ます。

　 電子レ ンジ及びこ んろ などの調理器具や， ス

ト ーブなど の暖房器具は， 適正に取り 扱わない

と ， 火災に至る危険があり ます。

＜主な注意事項＞

● 電子レンジ

調理以外に使用し ない

食品を 必要以上に加熱し すぎない

アルミ などの金属が使用さ れている袋のまま加熱し ない

● こ んろ

使用中は離れない

スイッ チを確実に操作する

可燃物と の離隔距離を確保する

● スト ーブ

燃えやすいも のを近づけない

近く で洗濯物を干さ ない

● 照明器具

電球にタ オルなどをかけない

　  たばこ 火災の防止2

　  調理器具などの使用方法1  

海外から の宿泊者に対し て は， 外国語

で 記載し た書面やイ ラ スト な ど で周知

し まし ょ う 。

煙感知器

（ 階段など ）

受信機

熱感知器

発信機

音響装置

消防用設備等の設置

　 消防法令により 宿泊施設には， 次の消防用設備等の設置などが義務付けら れています。

※ 1 無窓階と は， 避難上又は消火活動上有効な開口部を有し ない階をいいます。

※ 2 住宅宿泊事業法においても， 全ての届出住宅に設置が義務付けられています。

自動火災報知設備は， 建物全体に火災の発生を知らせる設備です。

主な内容 主な基準

消
防
用
設
備
等

消火器

① 延べ面積 1 5 0 ㎡以上

② 地階・ 無窓階（ ※ 1 ）・ 3  階以上の階で 5 0 ㎡以上のも の
　  など

屋内消火栓設備

① 延べ面積 7 0 0 ㎡以上のも の

② 地階・ 無窓階・ ４ 階以上の階で 1 5 0 ㎡以上のも の
　  など

スプ リ ン ク ラ ー設備 1 1  階建て以上のも の など

漏電火災警報器 延べ 1 5 0 ㎡以上のも の など

自動火災報知設備 全て

消防機関へ通報する 火災報知設備 延べ面積が 5 0 0 ㎡以上のも の

避難器具 地階・ 2  階以上の階で収容人員が 3 0 人以上のも の など

誘導灯・ 誘導標識 全て

そ
の
他

防炎物品の使用 全て

避難経路図 全て（ ※ 2 ）

携行用電灯 全て

消防用設備の点検報告

（ 年 2 回の点検， 年 1 回の報告）
全て

自動火災報知設備の設置例
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消火設備等の種類と 役割

　 避難設備は， 火災の際に煙が充満し ， 避難のために設けら れている階段等の避難施設が利用でき

ない場合や， 建物内の内部状況に不案内で避難階段の位置が分から ない場合に， 安全で確実に避難

できるよう に補完する器具や， 建物内部の混乱を防ぎ容易に避難施設に誘導するための誘導灯など

をいいます。

● 誘導灯・ 誘導標識は，火災等の非常時において，避難口，避難通路を灯火により 避難方向を 表示し ，

　 避難時における混乱を未然に防ぎ， 安全に誘導するも のです。

● 誘導灯は， 平常時では常用電源で点灯し ていますが， 停電時には器具に内蔵し たバッ テリ ーなど

　 の非常電源に自動で瞬時に切り 替わり ， 20 分以上点灯さ せるこ と ができます。

　  避難設備（ 誘導灯・ 誘導標識）3

● 消火器は， 火災を早期に発見し たと き， いち早く 使用するためのも のであり ， 容易に持ち運びができ

　 て操作が簡単な消火設備です。

● 火災が天井面に立ち上がるまでに使用すれば， 非常に効果的です。

● 消防法令では， 防火対象物の用途や面積に応じ て消火設備の設置が義務付けら れています。

● 消火器には，火災の種類に応じ た適応性があり ，火災の種類に適し たも のを使用する必要があり ます。

　 自動火災報知設備は， 火災の煙や熱を 感知し ， 警報を発するこ と で建物全体に火災の発生を 知ら せ

る警報設備です。 延べ面積が 300㎡未満の小規模な宿泊施設については， 通常の自動火災報知設備の

よう に受信機（ 本体）， 感知器（ センサー） 及び音響装置（ ベル） 等を設置し て配線で接続する方法の

ほか， 無線式の連動型警報機

能付感知器を 設置する 方式の

特定小規模施設用自動火災報

知設備を 設置で き る 場合があ

り ます。

　  消火設備（ 消火器）1  

　  警報設備（ 特定小規模施設用自動火災報知設備）2

防  炎

　 防炎と は，「 燃えにく い」 性質のこ と であり ， 繊維などの燃えやすい性質を改良し て防炎の性能を

与えると ， 小さ な火源（ マッ チやラ イタ ーなど） に接し ても 炎が当たっ た部分が焦げるだけで容易

には着火せず， 着火し ても 自己消火性（ 小規模燃焼において（ 有炎， 無炎を 含む） 燃焼が継続し な

い性質） により 燃え広がら ない性質のこ と をいいます。

　  防炎規制の対象と なる防火対象物1  

　  防炎表示3

　  防炎対象物品など2

　 カーテン， じ ゅう たん等の防炎対象物品について， 消防法令で定める基準以上の防炎性能を 有す

るも のの使用が義務付けら れている防火対象物のこ と で， 宿泊施設はこ れに該当し ます。

　 カ ーテン等の防炎対象物品又はその材料で防炎性能を 有す

るも の（ 防炎物品） には、その防炎性能を有する旨の表示（ 防

炎表示） を付するこ と ができると さ れています。

　 こ の防炎表示により 、 一般の使用者が購入する際及び消防

機関の立入検査時における防炎物品の使用状況についての確

認を行う 際， 防炎物品であるこ と が確認できます。

（ 1 ） 防炎対象物品

　 火災が発生し た際，被害が大きく なるこ と が予想さ れる高層建築物，地下街又はホテル，病院，

百貨店， 劇場等において使用さ れるカーテン， 布製ブラインド ， 暗幕， じ ゅう たん等の床敷物，

展示用合板， どん帳， 工事用シート 等， 消防法令で定める基準以上の防炎性能を有するも ので

なければなら ないと さ れている物品のこ と です。

（ 2 ） 防炎物品

　 防炎対象物品又はその材料で， 防炎性能を有するも の。

（ 3 ） 防炎製品

　 消防法に規定する防炎対象物品以外の衣類， 寝具類など

の繊維製品について， 火災予防に有効でその使用が推奨さ

れるも のと し て， 防炎協会が独自の製品認定制度により ，

一定の基準以上の防炎性能を有するも のを防炎製品と し て認定し ています。

　 宿泊施設においては， 火災によ る 被害を 最小限にする ために， 布団， 枕， 毛布

及びカ バーなどの寝具類は， 防炎製品を 使用するよう に努めてく ださ い。

誘導灯 誘導標識
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消防用設備等の点検・ 報告

● 専門知識， 技術を持っ た消防設備士や消防設備点検資格者などが実施する消防法令に定める定期点

検のこ と です。

● 定期点検を専門業者に委託する場合は， 施設関係者が立ち会い， 点検結果の確認や説明を受けるな

ど， 適正な対応に努めてく ださ い。

● 消防用設備等の種別ごと に， 点検の内容と 期間が， 次のと おり 定めら れています。

　  定期点検1

　  自身による定期点検4

　  報告3

● 宿泊施設が次の条件を全て満たし ていれば， 点検実施者が必ずし も 有資格者（ 消防設備士・ 消防

　  設備点検資格者） である必要はあり ません。

　 宿泊施設については， 消防法令によっ て， 消防用設備等の点検結果を 1 年に 1 回消防署に報告す

るこ と が義務付けら れていますので， 忘れないよう にし てく ださ い。

　 消火器などの消防用設備等は， いざと いう と きに有効に機能するよう に， 日頃から 点検を 行い，

適正な維持管理を行っ てく ださ い。

　 消防用設備等の点検には， 専門知識， 技術を持っ た消防設備士や消防設備点検資格者などが実施

する消防法令に定める定期点検と 宿泊施設の関係者等が行う 日常点検があり ます。

　 また， 宿泊施設に対し ては， その点検結果を， 1 年に 1 回消防署に報告するこ と が義務付けら れ

ています。

（ 1） 点検種別と その内容

（ 2 ） 主な設備の種類ごと の点検種別及び点検期間

点検種別 点検内容

機器点検

1  消防用設備等の機器の適正な配置， 損傷等の有無その他主と し て外観から 判別

　 でき る 事項

2  消防用設備等の機能について， 外観又は簡易な 操作によ り 判別でき る 事項

総合点検

　 消防用設備等の全部若し く は一部を 作動さ せ， 又は当該消防用設備等を 使用す

る こ と によ り ， 当該消防用設備等の総合的な 機能を 消防用設備等の種類に応じ て

確認する 。

消防用設備等の種類 点検の種別 点検期間

消火器具， 消防機関へ通報する 火災報知設備， 誘導灯，

誘導標識
機器点検 6 月ごと

自動火災報知設備， 避難器具， 排煙設備，

特定小規模施設用自動火災報知設備

機器点検 6 月ごと

総合点検 1 年ごと

　 日常点検は， 消防用設備等や防火・ 避難施設が， いつでも 有効に使えるよう にし ておく ために，

有資格者が実施する定期点検と は別に， 建物の用途や規模に関係なく 行う 点検をいい， 施設関係者

にと っ ては， 重要な業務です。

　 施設に応じ たチェ ッ ク 表を作成するなどし て， 日常点検を実施し まし ょ う 。

　  日常点検2

● 防火対象物の延面積は 1 ,0 0 0  平方メ ート ル未満であるこ と 。

● 階段が建物の内部に 1  つのみで， かつ， 3  階以上の階又は地階に特定用途（ 飲食店や

　 物販店等不特定多数の者が出入り する用途） がないこ と 。

● 点検の結果， 不良箇所があれば， 消防設備士又は消防設備点検資格者へ相談するなどし て， 修理

　  や交換を 行っ てく ださ い。

● 点検結果は， 1 年に 1 回消防署に必ず報告し てく ださ い。

　 総務省消防庁のホームページにおいて， 自身による消火器の点検と 報告を支援するため

に， 点検の方法や点検結果報告書の記入要領をまと めたパンフ レッ ト の掲載などが行われ

ていますので， 参考にし てく ださ い。

（ 消防庁 HP： http ://w w w.fdma.go.jp/neuter/top ics/f ieldList4 _ 8 .html)

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_8.html
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地域における自主防災組織と の連携

　 地域防災ネッ ト ワーク の一つと し て， 事業所（ 企業） は， 自助の観点から 事業所防災を 推進し て

いく と と も に， 共助の観点から 地域防災活動に貢献し ， 周辺地域と の連携強化を推進するこ と が大

切です。

　 こ のため，京都市においては，大規模災害時における被害軽減のため，各事業所の特性を生かし て，

事業所と 自主防災会と の連携を図ると いう 取組を推進し ています。

　 こ れまで事業所と 自主防災会と が応援協定を締結し ， 連携が図ら れているも のと し て， 事業所側

から は， 防災活動の応援， 避難場所の提供などの事例があり ます。

　 宿泊施設の関係者の皆様も ， 普段から 地域と の交流を 行い， 地域特性を 踏まえ， 災害発生時にお

ける連携について検討し ていきまし ょ う 。 　

　  事業所と 地域（ 自主防災会） と の連携3

　 京都市では， 昭和 34 年から 昭和 36 年頃にかけて， 住民による防火組織と し て， 自主防火町が市

内全域で結成さ れまし た。 自主防災組織は， こ の自主防火町制度を 火災だけでなく ， 地震等の災害

にも 対応できるよう に発展さ せ， おおむね学区を単位に自主防災会を， 町内会を単位に自主防災部

を結成し たも のです。

　 自主防災組織は，「 自分たちのまちは自分たちで守ろう 」 と いう 精神で， より 広域かつ密着し た地

域連帯による防火・ 防災活動を 行う と と も に， 地域のコ ミ ュ ニティ 組織， 事業所の自衛消防隊と 関

係機関が一体と なっ た地域防災ネッ ト ワーク の構築を目指し ています。

　 自主防災会では， 各自主防災会で定めら れた規約や防災計画等に基づき， 町内単位で防火・ 防災

知識の普及啓発， 地域の安全点検及び防災訓練の実施など， 様々な活動が行われています。

　 宿泊施設の関係者である皆様も こ れら の活動に積極的に参加するなどし て， 地域住民と の信頼関

係の構築に努めて， 良好な関係を築きまし ょ う 。

　  自主防災組織と は1  

　  自主防災会活動（ 町内の活動） への積極的な参加2

消防検査済表示制度

　  制度概要1  

　  主な対象施設3

　  交付・ 更新申請4

　  消防検査済ラ ベル2

　 旅館業施設又は届出住宅で， 収容人員が 30 人未満の宿泊施設

● 宿泊施設のある行政区を 管轄し ている消防署にお

いて， 必要な手続きを行っ てく ださ い。

● 申請後， 消防職員が宿泊施設において， 交付条件

を 満たし ているこ と を確認し ます。

● 確認の結果， 交付条件を 全て満たし ていれば，

　  後日，「 消防検査済ラベル」 を交付し ます。

（ 大きさ ： 縦 17cm×縦 12 cm）

銀色ラ ベル（ 1 年更新） 金色ラ ベル（ 3 年更新）

＜交付を受けるには＞

※申請の手続きが必要です。

● 銀色ラベル（ 1 年更新）

→ 交付条件を全て満たし ていること 。

● 金色ラ ベル（ 3 年更新） ※上位のラ ベル

→ 3 年継続し て 銀色ラ ベルの交付を 受け，

かつ， 所有者等が「 京の宿泊所防火研修」

を受講し ているこ と 。

※交付条件

（ 1 ） 消防法令に適合し ているこ と 。

（ 2 ） 出火防止及び初期消火方法等について， 外国語併記で記載し た書面等を わかり やす

い場所に備え付ける と と も に，宿泊者に対し て，原則，対面による説明を 行う こ と 。

（ 3 ） 消火器を 設置し ているこ と 。

　 小規模な宿泊施設から の火災や被害の発生を防ぐ ため， 消防法令が守ら れているなどの一定条件

をクリ アし た宿泊施設に対し て，「 消防検査済ラベル」 を交付する「 消防検査済表示制度」 の運用を ，

平成 30 年 6 月 15 日から 開始し まし た。

　 こ の制度では， 宿泊施設の入口など， 屋外の見えやすい位置に「 消防検査済ラ ベル」 を掲示し てい

ただく こと で， 適正な防火対策を行う 安全な施設であること を， 広く 情報提供すること ができます。


